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新知見紹介

福岡県において採集された移入種イチモンジタナゴ

Record of an introduced species Acheilognathus cyanostigma 
from Fukuoka Prefecture, northern Kyushu, Japan

イチモンジタナゴ Acheilognathus cyanostigmaは濃尾平
野，琵琶湖淀川水系およびその周辺地域に自然分布す
るタナゴ亜科魚類である（細谷，2013；Kitazima et al., 
2015）．本種の個体数は現在その自然分布域で著しく減
少し，環境省の第 4次レッドリストでは絶滅危惧 IA類
に選定され（環境省，2013），滋賀県では県条例により
捕獲が禁止されている（秋山，2010）．その一方で，近
年，本種は富山県，兵庫県，岡山県，広島県，山口県，
高知県などから記録されており，九州では熊本県緑川水
系で定着が確認されている（内藤，1985；藤岡，1991；
長田，2001；松沢・瀬能，2008；中島ほか，2008；大畑
ほか，2012）．著者らは 2014年 6月から 11月にかけて
福岡県福岡市内の那珂川水系において，イチモンジタナ
ゴを 169個体採集した．これまで福岡県内から本種の採
集記録はなく，同時に国内外来種の移入事例として重要
な情報と考えられるため，生息状況とともに報告する．
なお，本報における魚類の学名は中坊（2000）に従っ
た．

2014年 6月から 11月にかけて，福岡市南区の那珂川
水系中下流域において採集調査を行った．採集には投網
（21節 1200目）とタモ網（口径 40 cm，目合 2 mm）を
適宜使用した．採集した魚類は現地で同定を行い，標本
用の 30個体のイチモンジタナゴを除き採集地点に放流
した．標本用のイチモンジタナゴは生かしてもち帰り，
10%中性ホルマリン溶液で 10日間固定し，その後 70%
エタノール液に保存した．このうち 2014 年 7月 8日，
8月 14日，11月 8日に採集した 3個体を神奈川県立生
命の星・地球博物館の登録標本とした（登録番号 KPM-
NI37491，37492，37739）．また，KPM-NI37491と 37739に
ついては生鮮時の写真を同博物館登録画像とした（KPM 
-NR156627，157082）（図 1）．
本調査で作製した標本のうち，雄 10個体と雌 7個体

の計数・計測値を示す（表 1）．採集された個体は体高
が低いこと，側線が完全であること，口ひげがきわめ
て短いこと，体側縦帯の前端が肩部の暗色斑にまで達
することなどの特徴を有することから，イチモンジタ
ナゴと同定された（細谷，2013）．また，朝鮮半島に産

する近縁種チョウセンイチモンジタナゴ Acheilognathus 
yamatsutaeが観賞魚として流通しているが，チョウセン
イチモンジタナゴはイチモンジタナゴと比べて眼経が大
きいこと，口ひげが長く眼径の 3/4ほどであること，体
長 30 mm前後までは背鰭に黒斑があることなどから区
別される（内田，1939；中村，1969）．採集された個体
は雄で頭長が眼径の 3.5 ± 0.2倍，雌で 3.4 ± 0.1倍あ
り，3.3 ± 0.3倍あるチョウセンイチモンジタナゴより
も眼径が小さいこと，口ひげがきわめて短く痕跡的であ
ること，6月に採集した体長 30 mmほどの稚魚の背鰭に
黒斑がなかったことから，チョウセンイチモンジタナゴ
の形態的特徴とは一致しなかった．
採集調査の結果，那珂川中下流域の約 3.8 kmの範

囲からイチモンジタナゴが採集された．調査範囲から
は 9科 24種・亜種の魚類が採集された（表 2）．各魚
種の全個体数に占める割合は，オイカワ Zacco platypus

（28.6%），イトモロコ Squalidus gracilis gracilis（16.6%），
モツゴ Pseudorasbora  parva（14.0%）が大きく，イチモ
ンジタナゴは 8.7%とこれらの 3種に次いで大きかった．
また，本種の捕食者となる特定外来種のオオクチバス
Micropterus salmoides，ブルーギル Lepomis macrochirusは
生息範囲の全域において確認された．在来のタナゴ亜科
魚類としてはカネヒラ Acheilognathus rhombeusとカゼト

図 1.　福岡県産イチモンジタナゴ．A：雄（KPM-NI37739），
B：雌（KPM-NI37491）．
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本調査で採集されたイチモンジタナゴ チョウセンイチモンジタナゴ

（内田，1939）雄 雌

個体数 10 7 12

全長（mm） – – 67.0 – 137.0

標準体長（mm） 54.6 – 60.5 48.1 – 56.6 –

側線鱗数 38.3 ± 0.5 38.2 ± 0.4 37.3 ± 1.0

側線上方横列鱗数 6.0 ± 0.0 6.0 ± 0.0 –

側線下方横列鱗数 4.0 ± 0.0 4.0 ± 0.0 –

背鰭分岐軟条数 8.1 ± 0.3 8.0 ± 0.0 8.0 ± 0.0

臀鰭分岐軟条数 8.1 ± 0.3 8.0 ± 0.0 8.0 ± 0.0

標準体長 /頭長 4.3 ± 0.1 4.3 ± 0.1 4.1 ± 0.2

標準体長 /体高 3.3 ± 0.1 3.4 ± 0.1 3.0 ± 0.2

頭長 /吻長 3.1 ± 0.2 3.4 ± 0.1 3.3 ± 0.2

頭長 /眼径 3.5 ± 0.2 3.4 ± 0.1 3.3 ± 0.3

値は平均±標準偏差

個体数 全個体数に占める割合（％）

スナヤツメ Lethenteron reissneri 2 0.1

アユ Plecoglossus altivelis altivelis 2 0.1

コイ Cyprinus carpio 15 0.8

ギンブナ Carassius auratus langsdorfii 85 4.4

ゲンゴロウブナ Carassius cuvieri 35 1.8

カゼトゲタナゴ Rhodeus atremius atremius 13 0.7

イチモンジタナゴ Acheilognathuus cyanostigma 169 8.7

カネヒラ Acheilognathuus rhombeus 3 0.2

オイカワ Zacco platypus 557 28.6

カワムツ Nipponocypris temminckii 17 0.9

モツゴ Pseudorasbora parva 273 14.0

カワヒガイ Sarcocheilichthys variegatus variegatus 3 0.2

ムギツク Pungtungia herzi 22 1.1

ゼゼラ Biwia zezera 58 3.0

カマツカ Pseudogobio esocinus esocinus 63 3.2

ツチフキ Abbottina rivularis 71 3.6

イトモロコ Squalidus gracilis gracilis 324 16.6

ナマズ Silurus asotus 9 0.5

ミナミメダカ Oryzias latipes 78 4.0

オヤニラミ Coreoperca kawamebari 4 0.2

オオクチバス Micropterus salmoides 20 1.0

ブルーギル Lepomis macrochirus 62 3.2

ドンコ Odontobutis obscura 29 1.5

トウヨシノボリ Rhinogobius sp. OR 36 1.8

表 1.　福岡県産イチモンジタナゴの計数・計測形質とチョウセンイチモンジタナゴとの比較

表 2.　2014年 6月 –11月に那珂川中下流域から採集された魚類
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ゲタナゴ Rhodeus atremius atremiusが採集された．イチモ
ンジタナゴが採集された水域の大部分には二面コンク
リート護岸が施されているが，河畔林や土堤護岸も点在
し，マコモなどの抽水植物が繁茂していた．川床はおも
に砂泥であった．
著者らは 2001年頃から不定期に那珂川水系で魚類の

採集調査を行っており，特に 2006年から 2009年にかけ
ては当水系の全域において詳細な魚類相調査を行ってい
たものの，これまでイチモンジタナゴは確認していな
かった（著者ら，未発表データ）．これらのことから，
本水系にイチモンジタナゴが移入定着したのは 2010年
以降の比較的最近であると考えられる．国内でイチモン
ジタナゴが広範囲に分布を拡大した理由として，長田
（2001）はアユ Plecoglossus altivelis altivelisの種苗放流へ
の混入を挙げているが，那珂川水系下流域においてアユ
の種苗放流は行われていない．松沢・瀬能（2008）はタ
ナゴ亜科魚類の人為的な分布拡大の主要因として，釣り
あるいは飼育の愛好家による意図的な放流を指摘してお
り，今回も同様の理由で移入定着した可能性が高い．
イチモンジタナゴは他の止水性タナゴ類に比べて酸素

欠乏に著しく弱く，冬季でも水深が維持される比較的濁
度の低い止水環境を好むことが報告されており（大畑ほ
か，2012），今回本種が確認された堰の湛水域も概ねこ
の環境条件に合致する．その一方で，流水環境にもある
程度生息できることが示されており（大畑ほか，2012），
生息範囲の上流側は流れが緩やかな平瀬となっているこ
とから，今後さらに上流側に生息範囲を拡大するおそれ
がある．大畑ほか（2012）において，熊本県緑川水系の
比較的広範囲にイチモンジタナゴが定着できている要因
の 1つとして，捕食者となるオオクチバスとブルーギル
の不在が挙げられているが，本種が確認された範囲には
両種が共に生息している．
外来種としてのイチモンジタナゴの生態系への影響

については不明な点が多いが，本種は九州北部にお
いて潜在的な侵略性が高い魚種として評価されてい
る（Onikura et al., 2011）．那珂川水系にはアブラボテ
Tanakia limbata，カネヒラ，ニッポンバラタナゴ Rhodeus 
ocellatus kurumeus，カゼトゲタナゴの 4種・亜種の在来
タナゴ亜科魚類の分布が確認されており（中島，2005；
中島ほか，2006），これらの在来タナゴ類と産卵母貝
であるイシガイ科二枚貝類を巡って競合する可能性が
考えられる．著者らは那珂川水系においてドブガイ類
Sinanodonta spp.， イ シ ガ イ Unio douglasiae nipponensis，
トンガリササイノハガイ Lanceolaria grayana，マツカサ
ガイ Pronodularia japanensis，オバエボシガイ Inversidens 
brandtiの 5種のイシガイ科二枚貝類の生息を確認して
おり，本種の生息範囲からはドブガイ類，イシガイの殻
を採集した．今回の調査ではカネヒラとカゼトゲタナ
ゴを同所的に採集しているが，カネヒラの産卵期は秋
期，イチモンジタナゴは春期で繁殖時期が異なる（中
村，1969）．また，カゼトゲタナゴとイチモンジタナゴ

は繁殖時期が重なるものの，前者がおもにマツカサガイ
や小型のイシガイを産卵母貝に利用する（中村，1969；
Kitamura et al., 2009）のに対し，後者はおもにドブガイ
類を利用する（中村，1969；Kitamura, 2006）．これらの
ことからカネヒラやカゼトゲタナゴに対する影響は現段
階では低いと考えられるが，今後，那珂川水系における
タナゴ亜科魚類の産卵母貝の利用状況を明らかにする
必要がある．ただし，近年那珂川水系では治水対策に
ともなう大規模な河川改修が実施されており（福岡県，
2014），そもそも在来タナゴ類とイシガイ科二枚貝類の
生息環境が急速に悪化している．したがって，新たに本
種が移入定着することによって二枚貝資源を巡り何らか
の競合が起き，今後在来タナゴ類に悪影響がおよぶ可能
性は十分にある．
本種は外来種として各地へ移入定着する一方で，本

来の生息地では絶滅危惧種であることから，大畑ほか
（2012）は移入先での駆除の検討は慎重に行うべきであ
ることを指摘している．しかしながら，福岡県内の在来
タナゴ類は全種がレッドリストに掲載されている状況に
あり（福岡県環境部自然環境課，2014），今回本種を確
認した那珂川水系およびその周辺河川は環境改変が続い
て在来タナゴ類の生息状況が悪化していること，さらに
本種が九州北部において侵略性の高い種として評価され
ていること（Onikura et al.，2011）などから，早急に駆
除を視野に入れた取り扱いを考えていく必要がある．ま
た，イチモンジタナゴがこれらの在来タナゴ類に悪影響
を及ぼす可能性がある以上，いかなる理由があっても人
為的な放流行為等は決して行うべきではなく，その分布
拡大も防がなくてはならない．
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追　悼

田北 徹先生の思い出

長崎大学名誉教授の田北　徹先生が平成 26年 8月 2
日，77歳で永眠なさいました．先生は，ずっと極めて
お元気で一昨年（平成 25年）まで筆者らとベトナム・
メコンデルタでのマッドスキッパー（トビハゼ・ムツゴ

ロウ類）の生態調査にも参加していただいていただけ
に，未だに亡くなられたことが半ば信じられない思いで
す．先生は腰痛をお持ちで，一昨年 6月にベトナムに行
かれた際も「今回の腰痛はなかなか治らないんだよ」と
仰っていらしたのが，実は腰痛ではなく膵臓癌であった
ことが判明したのは帰国してほどなくのことでした．
田北先生は，1961年に九州大学農学部を卒業，1963

年に九州大学農学研究科修士課程を修了されましたが，
その間日本の魚類学の祖である内田恵太郎先生，そして
塚原　博先生に師事なされ，その後に続く魚類学研究の
基礎を築かれました．修士課程修了の後，すぐに長崎大
学水産学部の助手として赴任され，2002年 3月に定年
退職されるまでの約 40年間にわたり，有明海産魚類の
生態，特に河口域と干潟における魚類研究で数々の業績
を挙げられたことはご存知の方々も多いことと思いま
す．
田北先生は，東南アジアでのマッドスキッパーの研究

も長年にわたって続けてこられましたが，筆者は長崎大
学水産学部の夏苅　豊先生が代表者となって始められた
科研費国際学術研究「ムツゴロウ・トビハゼ類の適応
放散と系統進化に関する研究（1994–1995年）」で初め
てマレーシアのペナン島に連れていっていただいたの
が，田北先生との共同研究の始まりでした．その後，田
北先生は，さらにマレーシアでマッドスキッパー研究を
発展させ［科研費国際学術研究「海浜湿地帯における生
物生産過程の研究（1996–1998年）」］，マレーシア科学
大学から多くの研究者を日本に招くなど，長崎大学の国
際化に尽力なさいました．さらに，定年直前にも，オー
ストラリアでのマッドスキッパー研究［科研費基盤研究
（B）「亜熱帯オセアニアのマングローブ湿地におけるム
ツゴロウ・トビハゼ類の生存戦略（2000–2002年）」］を
精力的にこなされ，他の研究メンバーがダーウィンに
絞って調査研究をしていたにも関わらず，お一人である
いは奥様とお二人でケアンズ，ダービィ，ブルームま
でマッドスキッパーを追って，大変なエネルギーで調
査をなさいました．定年直後にも，韓国でのマッドス
キッパー研究［科研費基盤研究（B）「韓国産ムツゴロ
ウ・トビハゼ類の環境適応に関する生理生態学的研究」

写真 1.　2009年 7月 26日　ボルネオ・タラカン島にて．
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（2003–2005年）］では韓国麗水大学校のメンバーと調査
にうちこんでおられました．これらの業績は，海外でも
非常に高く評価されており，その一つの証として 2008
年には北部オーストラリアに生息するトビハゼの新種
が Periophthalmus takitaとして発表されました（Jaafar and 
Larson, 2008）．田北先生には，上記のように 2012年から
科研費基盤研究（B）「メコンデルタにおける Mudskipper
類生態調査」にも参加していただいておりましたが，早
朝から熱帯の灼熱の中での調査にも関わらず，ホテルに
戻ってからは自室に日本から持参したバットやピンセッ
ト等々を広げられて，稚魚のソーティングをなさってお
られた姿が今でも眼に焼きついています．
筆者は，教員として田北先生とこれまでお付き合いを

させていただきましたが，卒業生に伺うと，また違った
側面での田北先生のお人柄が窺えるのではないかと思
い，卒業生の方々数名に，それぞれの田北先生の思い出
についての文章をお願いしました．以下は研究室で見せ
た田北先生のお姿です．

大谷拓也氏（昭和 53年卒業）
私は，大学 4年生になって，有明海にかかわる研究を

やりたくて田北研究室に入りました．そこでは，先生や
先輩方の研究に同行して有明海や大村湾での調査にも参
加させてもらいました．卒論は諫早湾の稚魚でしたが，
関連して島原や佐賀県の底曳き網の漁船に乗せてもら
い，夜の漁も体験させていただきました．船酔いなどで
苦しみましたが，楽しい経験で，漁師さんとも親しい田
北先生をとても頼もしく思ったことを覚えています．
卒業後は，天草の水族館に就職しましたが，ひょんな

ことからシオマネキなどカニの研究をすることになり，
10年以上にわたり研究を行いました．その際は，田北
先生から論文についての様々なアドバイスをいただき，
また論文作成に当たっては丁寧な校閲もしていただきま
した．校閲はなかなか厳しくて，原稿は真っ赤になって
帰ってきました．卒業後 10年以上たっても，学生と同
じように卒業生を温かく見守っていただきましたが，先
生曰く，これも「アフターケアーだよ」ということで，

教育者としての熱い気概があったのだと思います．

川久保昌博氏（昭和 54年卒業）
「川久保君は人が寄ってくる不思議なものをもってる
ね．」　卒業間近，教室で田北先生を囲み食事会をしてい
るときに言われたのをふと思い出しました．当時，カッ
ター部の同僚がよく私の研究室に遊びに来ていたのをみ
られて，何もほめるところがない私に対しての精一杯の
温かいお言葉ではなかったかなと思います．　
私の卒論のテーマはネズミゴチの卵巣の成熟につい

て．できるだけたくさんのデータを必要とするので，ネ
ズミゴチをたくさん採集する必要がありました．しか
し，なかなか集まらず苦労した記憶があります．釣り採
集では目的のネズミゴチは釣れず，キスばかりが釣れて
いた私を見て「川久保君は外道ばかり釣っているね」と
笑顔で言われていたのが思い出されます．
田北先生の教室に入って間もない時期に，雲仙で合宿

が行われました．そこで魚類の卵についての学習会を行
い，私たち学生自身がテーマに沿った様々な資料を読み
込み発表するという形式ですすめられ，田北先生の指導
のもと魚類の産卵生態の基礎をみっちりと叩き込まれま
したが，期間中，普賢岳登山やテニスをするなど楽しい
思い出もあり，同じ教室の学生同士，また先生との親睦
を深めることができました．特に登山では，すでにクラ
ブ活動の現役を退いて運動不足であった私を尻目に田北
先生が軽やかに登られていたのが印象的でした．
田北先生との思い出で強く残っているのは大村湾の稚

魚調査です．大村湾内にいくつかの定点を設け，水温，
透明度，溶存酸素，COD，プランクトンネット採集な
どを実施しました．先生自らが船長となり大学の調査船
をあやつりながら，朝から晩まで大村湾をかけずりまわ
り，フィールド調査を私たちに指導してくださいまし
た．船上での昼食はパンや缶詰といった簡単な食事です
が，先生の学生時代の話しを聞くことができたり，楽し
いひと時でもありました．
私が今の職場である九十九島水族館に勤務してから，

何回か来館していただきお声をかけていただくことがあ
りました．インターンシップの学生の受け入れについて

写真 3.　2013年 6月 14日　ベトナム・カマウ省ナムカンか
ら調査地へ向かうボートにて．

写真 2.　2009年 11月 21日　海洋動物学研究室の同窓会
（有明会），茂木の海月別邸にて．
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のお話や水族館の展示についてのアドバイスなどをして
いただきました．また数年前，県内の理科の先生が集
まっての研修会で田北先生がご講演をされ，そのまま先
生方に同行されて水族館の見学に来られた時，参加され
た先生方に対し水族館の活動，展示コンセプトなどを説
明した私に「説明が私よりうまいよ」とにこやかに声を
かけていただいたのが記憶に残っています．
ここ数年は，長崎県生物学会にもお顔をだされ，私た

ち水族館スタッフが様々なテーマで調査してきたことの
発表を聞かれ，若手スタッフにも調査の方法などをアド
バイスしていただきました．いま思い起こせば，卒業後
も私たち教え子を暖かく見守っていただいていたような
感じがします．

笹田一喜氏（平成 3年卒業）
田北先生は，ご存知のとおり，大変 “ 真面目 ” な先生

で，研究の結果だけでなく，取り組む姿勢などについて
も，厳しくご指導いただきました．また，フィールド
ワークに重きをおかれて，研究室にはいるまでほとんど
野外調査の経験のなかったわれわれをしっかりと鍛えて
くださいました．
われわれが 4年次の時には，それまで “ 少数精鋭 ” で

あった海洋動物学研究室（田北研究室）に学部生 6名が
所属したため，それまでにない大所帯となりました．当
時，研究室には，博士課程の 1年次の鷲尾さんがおられ
ました．鷲尾さんは，ムツゴロウの生理・生態を研究課
題とされており，その検体を採集するために，大潮のた
びに研究室総出で諫早の本明川，熊本県の唐人川，緑
川，白川などの調査地へ繰り出し，ムツ掛けやタカッポ
（トラップ），スボ掻きでのサンプリングを行いました．
当時，50代であった田北先生は，先頭を切って泥干潟
へ飛びこみ，しっかりと “ お手本 ” を見せてくださいま
した．泥の中での勇ましい姿や，サンプリングが終わり
夕日の差す頃，調査地近傍の用水路でみんなで泥だらけ
の服や体を洗った光景が，懐かしく思い出されます．
田北研究室は，年度により異なりますが，イサキやイ

シダイなどが検体として定期的に入荷する，という特典
があり，試料を採取した後の研究室での “ 宴会 ” が，ほ
ぼ恒例の学生の楽しみとなっていました．田北先生は，
たくさん飲まれることはありませんが，お酒がお好き
で，この “ 宴会 ” にも頻繁に参加していただきました．
また，折に触れてご自宅にもご招待いただき，その際

には，奥様の手料理のほか，先生が自作された “ カラス
ミ ” や “ 魚介の燻製 ” を振舞っていただきました．“ 燻
製 ” はモノによりましたが，カラスミは一級品で，私の
中ではそれ以上のものを食べた記憶がありません．ご自
宅での先生は，研究の際に時折見せる厳しい表情が想像
できないほど，温和で優しいお顔でニコニコと笑ってお
られたのを記憶しています．

以上，やはり田北先生は，真摯な姿勢で教育と研究に

一生向き合われたということが良くわかります．干潟を
早足で歩く姿は生涯を通して変わりませんでした．
田北先生は体調を崩された後，ムツゴロウやトビハゼ

に関する一般向けの本を作りたいという強いご希望を
もっておられました．国民の税金で研究をやらせても
らったのだから，その結果として知り得たことを国民の
みなさんに知ってもらうべきである，という強い信念を
もっておられました．筆者が先生から原稿を託されたの
ですが，残念ながら先生の生前に完成させてご覧になっ
ていただくことは叶いませんでした．今年 7月刊行予定
ですが，この本の準備にあたっては世界中のマッドス
キッパー研究者が協力してくれています．オーストラ
リアの Helen Larsonさん，ブルネイ・ダルサラーム大学
の Gianluca Polgarさん， 現在スミソニアン博物館にいる
Zeehan Jaafarさん，アメリカの Ed Murdyさん，台南大学
の黄　銘志さんなどなどです．また，今年末の刊行を目
指して，CRC　Pressからマッドスキッパーの生物学に
関する専門書の準備が進められていますが，こちらも田
北先生への追悼の意味をこめての刊行になり，田北先生
の生態観察結果について未発表データを扱う章を特別に
設けることになっています．
日本だけでなく，東南アジアやオーストラリアの魚類

生態研究に偉大な業績を挙げられた田北　徹先生のご冥
福を心よりお祈り致します．

引用文献
Jaafar, Z. and H. Larson. 2008. A new species of mudskipper, 

Periophthalmus takita (Teleostei: Gobiidae: Oxudercinae), from 
Australia, with a key to the genus. Zool. Sci., 25: 946–952.

（石松　惇　Atsushi Ishimatsu：〒 851–2213　長崎県長崎
市多以良町 1551–7　長崎大学環東シナ海環境資源研究
センター　e-mail: a-ishima@nagasaki-u.ac.jp）

魚類学雑誌 62(1):82–84
2015年 4月 25日発行

沖山宗雄先生のご逝去を悼む

東京大学名誉教授，元日本魚類学会会長　沖山宗雄先
生は，2013年（平成 25年）9月 7日夕刻，心筋梗塞の
ため御自宅の書斎で「稚魚図鑑」の原稿を作成中に急逝
されました．享年 76歳でした．先生の最後の大仕事と
なった，「稚魚図鑑第二版」が完成目前のことでした．
沖山宗雄先生は，1937年（昭和 12年）7月 27日に群

馬県でお生まれになり，東京大学に入学，1961年に東
京大学農学部水産学科を卒業され，新潟市にある水産庁
日本海区水産研究所に入所，資源部に配属されました．
沖山先生のライフワークであった稚魚研究は，日本海と
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の出会いから始まったようでした．
沖山先生は，日本海の海洋生物を対象にした資源生

物学の研究に取り組まれ，魚類ではニギス，ハタハタ，
キュウリエソ，カレイ目魚類など多岐にわたる魚種，頭
足類では，スルメイカ，ホタルイカなどを対象にされて
います．それらのうちの多くは，初期生活史に関する研
究で，種ごとの発育段階の記載にとどまらず，変態と系
統の関係，環境適応に関する考察に言及するなど日本海
における壮大な生物地理学的観点からの研究をさまざま
な海洋生物の初期生活史の情報を駆使して展開されまし
た．当時，研究所には「日本海の成立」という名著で知
られる西村三郎さんが在籍し，日本海の生物相の成り立
ちを考察するうえで沖山先生は大きな影響を受けたとし
ばしば述懐しておられました．

1976年にこれらの研究を「魚類の初期生活史に関す
る研究―特に発育段階と系統について―」と題する論文
にまとめ，東京大学から農学博士を授与されました．学
位論文は，海産魚類の初期生活史における質的側面につ
いて，発育段階と系統という縦と横の関係を軸にして考
察するというオリジナリティに富んだものでした．
沖山先生が日本海の生物を対象にして行われた研究の

成果は，どれも興味深い知見と想像力を駆使した考察に
富むもので，刺激的です．
近年，クロマグロの日本海での産卵が調査され，脚光

をあびていますが，沖山先生は 1974年の論文ですでに
クロマグロが日本海の佐渡島付近で産卵している可能性
を指摘しており，現代のクロマグロの初期生活史研究に
30年以上先駆けた重要な論文となっています．

沖山先生は，とりわけキュウリエソにこだわっておら
れ，初期生活史の論文の中で形態発育史を記載し，発育
段階の観点から生態的特徴の変化との関係を論じていま
す．その後も沖山先生は，キュウリエソの卵の分布調査
を実施され，定性的な研究から定量的な研究への発展を
図っておられました．キュウリエソは，ホタルイカ類や
端脚類，オキアミ類とともに日本海の生物生産を支える
鍵種であることを強く意識されていることを裏付ける研
究展開です．
学位取得の翌年の 1977年には，東京大学海洋研究所

の助教授として着任され，研究と教育に尽力されまし
た．先生が主査として博士論文を指導・審査した研究者
はご自身の研究室の学生に留まらず，多くの社会人，留
学生に及び，その研究内容は魚類から無脊椎動物まで，
研究海域も日本海，太平洋，深海など多様性に富んでい
ます．
沖山先生が稚魚学を指導された後進の徒は，東大海洋

研に所属する大学院生にとどまらず，水産研究所，各地
の水産試験場，環境アセスメント関係者など広い範囲に
及び，先生の教育的配慮があらゆる職種や境遇を超えて
行き届いていることを示しています．とくに，日本海に
面した各道府県の試験場の卵仔稚魚担当者のほとんどは，
沖山先生から稚魚学の手ほどきをうけ，手厚い指導のも
とに研鑚を続けていたと言っても過言ではありません．
「稚魚研究会」という小さな集まりが 30年以上活動を
続けていますが，沖山先生は初代会長として後進の育成
に努められ，そこで育った若手研究者は，1988年に出
版された沖山先生の大仕事「稚魚図鑑」の一端を担って
います．
もちろん，先生ご自身の研究意欲は衰えることなく，

稚魚のスケッチに，論文や著書の執筆に寸暇を惜しんで
取り組まれておられました．
「海洋と生物」誌に 1979年から 14回にわたって連載
された「稚魚分類学入門」は，沖山稚魚学の真髄で，各
分類群における形態的特性と系統の関係を論じた切り口
は鋭く，きわめて独創的な示唆に富んでおり，何度読ん

写真 1.　沖山宗雄先生（76才）．

写真 2.　稚魚図鑑初版出版記念パーティーにて．左から小
嶋純一，沖山宗雄，木村清志，南　卓志．
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でも奥の深さに感動させられます．連載の最後は⑭「わ
が国における研究史」で結ばれており，日本における稚
魚研究に貢献した研究者の業績や人となりが記されてい
ます．沖山先生もこの先達とともに稚魚研究史のページ
を飾るにふさわしい研究者であることは言うまでもあり
ません．

1988年には，先生の編纂により「稚魚図鑑」が刊行
されました．日本における本格的な稚魚図鑑が世に出た
のです．沖山先生は，日水研在職中から幾度となく体調
を悪くされ，入院されることもしばしばでした．稚魚図
鑑の編纂中にも病院での作業に及んだことがあり，めっ
たに弱音を吐かない先生が，ほんとうに刊行まで進むの
だろうか，と弱気な言葉を漏らされたのを聞いたことが
あります．決して万全ではない体調を抱えながら，図鑑
の完成にこぎつけられたのは，ひとえに先生の意志の強
さと使命感によるものだと痛感させられました．

1998年に東京大学を定年退官され，名誉教授を授与
されました．日本魚類学会会長に就任し，学会のリー
ダーとして貢献されました．
大学を退官された後も国立科学博物館客員研究員，海

洋生物環境研究所顧問として研究や調査指導を続けら
れ，「稚魚図鑑第二版」の刊行に力を注がれました．初
版発行から 25年超の年月を経て，稚魚図鑑はさらに進
化し，「第二版」の完成にあと少しのところで，沖山先
生は力尽きてしまわれました．書斎の机の上には「稚魚
図鑑第二版」のゲラ刷りに赤ペンで修正を入れた原稿が
開かれていたそうです．先生が亡くなられる 2ヶ月ほど
前だったか，先生から原稿の進捗状況を知らせる電話が
かかってきました．電話の最後に「南さん，ぼくはもう
疲れたよ」と言われた言葉が耳に残って離れません．
沖山先生のお人柄は，きわめて物静かで，じっくりと

物語る口調が特徴です．先生と私との間でしばしば交わ
された稚魚論議では，沖山先生から持論を提言されるこ
とはほとんどなく，「～について南さんはどう思う？」
という問いかけから始まり，私が持論をもってそれに答
えると，やわら沖山理論の展開が対峙するといった論議
で，エキサイティングな時間でした．私の論旨に同意で
きない時には，決して言葉で否とおっしゃらずに黙って
ニヤッとされ，私は，これは受理されていないことと察
知し，あらためて勉強しなければならないとモチベー
ションを揚げながら帰路についたものです．
先生からの数多くいただいたお手紙は，達筆の極みで

私は判読するのに苦労することしばしばでしたが，文面
からは先生の几帳面な性格が滲み出ており，必ず温かい
励ましの言葉がありました．
永い間，あたたかいご指導とエキサイティングな議論

の相手として，叱咤激励し，啓発し続けてくださった沖
山先生に心から感謝を捧げつつ，謹んでご冥福をお祈り
申し上げます．ほんとうに寂しくなりました．

（南　卓志　Takashi Minami：〒 722–2101　広島県尾道

市因島大浜町 452–10　福山大学内海生物資源研究所　
e-mail: minamtakashi@gmail.com）

魚類学雑誌 62(1):84–90
2015年 4月 25日発行

トピックス

生物多様性条約および名古屋議定書の魚類学分野への影響
～知らなかったでは済まされない ABS 問題～

ABSとは Access and Benefit-Sharing（アクセスと利益
配分）のことであり，ほぼすべての魚類学会会員に関
わる重要な事柄である．なぜなら，魚類学分野におけ
る ABS問題とは，「『遺伝資源を含む生物資源に対する
各国の主権的権利が認められており，遺伝資源を利用す
る際には，資源提供国の国内法令に従って当該国の事
前同意（Prior Informed Consent: PIC）（文末の備考 1を参
照）を得ること，および相互に合意する条件（Mutually 
Agreed Terms: MAT）（備考 2）に基づいた契約を締結し
た上で，遺伝資源の利用から生じる利益を公正かつ衡平
に配分する』ことの遵守を海外調査や国内外の遺伝資源
を用いた研究に求められ，研究活動に支障が出る恐れが
ある」と集約できるからである（図 1）．ABSの考え方
においては，「ホルマリン固定標本は遺伝資源でなく問
題にならない」や「生物の写真撮影や現地での聞き取り
調査は遺伝資源へのアクセスとなり得ない」，「国外に持
ち出さないので問題ない」，「現地の研究機関に一度登録
するから問題ない」などの解釈も難しい．著者らのこの
問題に関する知識は甚だ不十分であるが，まだ ABS問
題の重要性を認識していない会員もいることから，注意
喚起として魚類学分野にも関わる点について簡潔に紹介
したい．

ABS，CBD お よ び 名 古 屋 議 定 書　ABSは 1993年に発
効した「生物の多様性に関する条約（生物多様性条約）」
（Convention of Biological Diversity: CBD）に関連する．CBD
の目的には「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ
衡平な配分」が含まれている．この課題がボン・ガイド
ライン（後述）や名古屋議定書で取り上げられ，「遺伝資
源の取得の機会（Access）及びその利用から生ずる利益
（Benefit）の公正かつ衡平な配分（Sharing）」，つまり ABS
として知られているのである．この ABSがなぜ問題にな
るのか，その経緯や詳細を理解してもらうために，まず
は背景と現状を説明したい．

CBDは「生物の多様性の保全，その構成要素の持続
可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正か
つ衡平な配分」を目的とした国際条約である（外務省，
1994；環境省，1994）．2015年 3月 1日現在で，日本を
含む 194の国と地域（EU）が締約をしている（CBD事
務局，2015a）．CBDは，その採択前の調整案では生物多
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様性保全のみに重点が置かれていたが，開発途上国によ
り，先進国が遺伝資源に由来する利益を独占している状
況などが問題視されていた（炭田・渡辺，2011）．その
結果として，「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正か
つ衡平な配分」という経済的な側面も目的としてあわせ
もつようになったのである（炭田・渡辺，2011）．CBD
では，各国に自国の天然資源に対する主権的権利を認
め，遺伝資源を取得する者には，当該国の国内法令に従
うことを求めている（第 15条第 1項）．また，遺伝資源
の取得においては，事前の情報に基づく当該締約国の同
意（PIC）が必要であり（同第 5項），遺伝資源の利用に
よって得られる利益（備考 3）については，相互に同意
する条件（MAT）で提供国と公正かつ衡平に配分する
ことが規定されている（同第 7項）． 

2002年には，生物多様性条約第 6回締約国会議
（CBD COP6）において， ABSの実施を確実にするための
ガイドライン（ボン・ガイドライン）が採択された．本
ガイドラインでは，CBDで明記されなかった国内法制
定や契約締結の参考例，手続きなどが具体的に説明され
ている．しかしながら，ボン・ガイドラインは任意のガ
イドラインであったため，一部の資源提供国から法的拘
束力のある国際的な枠組みの策定が求められていた（炭
田・渡辺，2011；藪崎ほか，2011；バイオインダストリー
協会・経済産業省，2012）．
そして，2010年に名古屋市で開催された CBD COP10

において，名古屋議定書（正式名称は「生物の多様性に
関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から
生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定
書」）が採択された．名古屋議定書は，締約国に対して
法的拘束力のある国際文書であり，2014年 10月 12日

に発効した． 2015年 3月 1日現在で 57ヶ国が締約して
いる（日本は未批准；CBD事務局，2015b）．
名古屋議定書には，研究者に影響を及ぼすと考えら

れる規定が多数含まれている（表 1）．その要点をまと
めると以下のようになる：（1）遺伝資源の利用者（研究
者や研究機関など）は，資源提供国の国内法令に従っ
て，PICの取得と MATに基づいた契約を締結し（第 6
条第 1項），遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ
衡平な配分（第 5条第 1項）を徹底すること；（2）国は
ABSの関連法令制定などの国内法令に関する措置をと
り（第 5条第 3項），ABSに関する国内の連絡先（第 13
条第 1項）および権限のある当局を指定して（第 13条
第 2項），CBD事務局へ届け出ること（第 13条第 4項）；
（3）国は自国で利用される海外由来遺伝資源に関して，
当該国の ABS関連法令に基づいた PICの取得および
MATの締結を遵守させるための国内措置をとり（第 15
条第 1項），不履行の状況に対処するための措置もとる
こと（第 15条第 2項）；（4）国は ABS関連の遵守を監
視および確認のための機関を指定すること（第 17条第
1項）．一方，CBD事務局には，「ABS関連の各国の情
報を『情報交換センター』（ABSクリアリングハウス：
ABS Clearing-House: ABS-CH）を通じて利用可能にする
こと（第 13条第 5項）」を求めている．これらによっ
て，締約国が国内法令を整備して担当部署を明確化し，
遺伝資源の移転や利用をチェックし，関連情報を国際的
に共有するというメカニズムが整備されたのである．
また，CBD COP10では，2011年以降の生物多様性

保全に関わる新戦略計画「愛知目標（Aichi Biodiversity 
Targets）」も採択された．「愛知目標」は生物多様性の
損失を止めるための 20の個別目標であり，「遅くとも

図 1.　名古屋議定書の ABS原則に則った手続きイメージ．



86 会員通信・News & Comments

2020年までに，生物多様性の価値が国と地方の開発や
貧困削減のための戦略や計画に統合され，必要に応じて
国家の会計や報告制度に組み込まれること」や「遅くと
も 2015年までに，名古屋議定書が国内規制に従って施
行され，運用されること」などが言及されている（CBD
事務局，2015c）．
「愛知目標」採択を受けて，日本でも「生物多様性国
家戦略 2012–2020」が 2012年 9月 28日に閣議決定され
た．本国家戦略の内容は，（1）愛知目標の達成に向けた
我が国のロードマップを提示し，（2）2020年までに重
点的に取り組むべき方向性として 5つの基本戦略を設定
し，（3）今後 5年間の政府の行動計画として約 700の具
体的政策を記載したものである（環境省，2012）． 上述
のロードマップには，「可能な限り早期に名古屋議定書
を締結し，遅くとも 2015年までに，名古屋議定書に対
応する国内措置を実施することを目指す」と記されてい
る．つまり，なんらかの明確かつ合理的な理由で遅延し
ない限り，日本が 2015年に名古屋議定書を批准し，国
内措置として国内法令を制定する可能性が高い．
よって，2015年（の国内措置制定後）からは，海外

の遺伝資源を利用する者は，「資源提供国の国内法令に
従って当該国の事前同意（PIC）を得て，相互に合意す
る条件（MAT）に基づいた契約を締結した上でその国
の遺伝資源にアクセスし，MATに従って遺伝資源の利
用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分すること」の遵
守を国内措置でも求められることになる．更に，遵守し
ているかどうかを国内に設置される確認機関［詳細は未
定であるが，「チェックポイント」と称されることが多
い（例えば，バイオインダストリー協会，2011）］に監
視（monitoring）されることになる．
日本の国内措置が実施された後には，利用者は上記の

ような手順で手配した書類の情報を日本国内のチェック
ポイントに提出する必要が出てくると思われる．これは
先述のとおり，名古屋議定書の第 15条，第 16条および
第 17条において，各国が自国で利用される海外産の遺
伝資源について，PICの取得，MATの締結，利益の配分
などが適切に行われているかの確認および不履行の場合
の措置を義務づけられているからである．国内研究者の
多くは科研費などの公的資金に支えられている．これら
の研究者による研究が日本の国内措置違反となることは
許されない．

研究上の注意点　ABS問題の背景と現状を紹介して
きたが，今後どうすべきか，これまでどうすべきだっ
たかを個別のケースや注意点として紹介していきたい．
ここで紹介するケースは，日本の研究者や研究機関が
CBD締約国を相手としている場合に限る．また，ここ
で紹介する内容は原則論であり，実務レベルでどこまで
機能するのか，現時点では不明である点も考慮していた
だきたい．

1）海外調査―海外で調査活動を行うにあたり，現地
のカウンターパートもしくは遺伝資源の管理を任命され

た組織や個人と相互に合意する条件（MAT）の契約書を
締結した上で，渡航先の権限ある国内当局から事前の同
意（PIC）を取得する必要がある．その手続きの後，PIC
とMATの原本（もしくは写し）を所持して調査活動を
行う．遺伝資源を渡航先から持ち出す際には，事前に
PICとMATに同意内容が記されているはずなので，そ
れに従って移転を行う．場合によっては素材移転契約
（Material Transfer Agreement: MTA）を締結し，研究資料を
移転させる．その後，PICとMATの内容に従って資料の
利用およびそれによって生じた利益の配分を行う．研究
を行った結果を関係者に報告することも義務となる．

ABS関連法令や PICと MATの書式，準備手順，権
限のある国内当局については，国によって異なるの
で，事前に調べる必要がある［CBD事務局ウェブサイ
ト（http://www.cbd.int/）および ABS-CHウェブサイト
（https://absch.cbd.int/）で調べると便利である］．例えば，
上記サイトにてベトナムを調べると，同国には「生物多
様性法」（2008年）があることが分かる．それによると，
ベトナム国内の遺伝資源へアクセスするには，（1）登
録：遺伝資源へのアクセスを権限のある国家管理機関に
登録する，（2）MATの締結：調査地域の人民委員会と
生物多様性法の第 58条および第 61条に従って書面によ
る契約を締結する，（3）許可申請：許可申請書と上記の
MATに基づいた契約書の写しを権限のある国家管理機
関へ提出する，（4）許可証の取得：権限のある国家管理
機関から許可証（PIC）を発行してもらう，という手順
を踏む必要があることが分かる．MATの内容について
は，生物多様性法の第 58条第 3項において，遺伝資源
へのアクセスの目的，アクセスが予定される遺伝資源と
その量，場所，遺伝資源へのアクセスについての計画，
調査結果および採集物の第三者への譲渡の有無，利益配
分方法などを記すことを求められる．
名古屋議定書と直接に関係はないが，2008年のイン

ドにおいて，チェコ人の昆虫研究者とその仲介者が有効
な許可を取得せずに Singalia国立公園内で採集を行った
として，「インド野生保護法」（1974年）および「2002
年生物多様性法」（2003年）違反の容疑で逮捕される事
例も発生している（研究者が 2万ルピーの罰金，仲介
者が禁固 3年および 6万ルピーの罰金；Kothamasi and 
Kiers, 2009）．インドでは，同国の生物多様性法により，
インド人以外は権威ある当局の許可（PIC）が必要と
規定されているからである（Ministry of Law and Justice, 
2003）．名古屋議定書の発効により，資源国関係者の意
識がこれまで以上に高まることが予想される．海外調査
の際には，関連法令をより慎重に確認して遵守すること
が必要である．

2）海外産の標本や DNA サンプルを用いた研究―海
外産の標本（備考 4）や DNAサンプルについては，今
後，どのように研究に使用するべきであろうか．それは
標本資料の採集年代や取得方法により異なる．

1993年の CBD発効前に取得された標本資料について
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は，自由に研究に使うことができる．ただし，利用が
1993年以降ならば許可が必要との資源国側の議論があ
るので，注意も必要である．

1993年（CBD発効後）～ 2002年（ボン・ガイドライ
ン採択前）では，産地国の関連法令の有無によって扱い
方が異なる．CBD関連法令が未制定の国から取得した
標本資料については，CBDの ABS理念に従って適切に
標本を取得するべきであったが，適切に取得したことを
証明する文書がなくても研究に使うことが可能と解釈で
きる（ただし，適切に取得した証拠がないと問題が生じ
る可能性もある）（備考 5）．ABSに関連する法令がある
国から取得した標本については，国内法を遵守して取得
する必要があったので，その証明書や契約書がない場合
には，研究活動に使うことは難しい（提供国との間で問
題が生じる可能性が高い）．

2002年（ボン・ガイドライン採択後）～ 2014年（名
古屋議定書発効前）においても，産地国の関連法の有無
によって扱い方が異なる．ABS関連法が未制定の国か
ら取得した標本資料においては，ボン・ガイドラインに
従って適切に取得するべきであったが，適切に取得した
ことを証明する文書がなくても研究に使える可能性があ
る．ただし，違法でないだけで倫理的にも問題があるの
で，相当なリスクを覚悟しなければ利用できない（その
成果物が問題視される可能性が高い）．関連法がある国
から取得した標本については，その証明書と契約書がな
い場合には，基本的に研究に使えない．
名古屋議定書発効後（2014年 10月 12日）からは，

合法的な PICと MATがなければ，基本的に，海外由来
の標本資料を研究に使えない．
日本が国内措置を制定し，名古屋議定書を批准すれ

ば，日本の国内措置に従って，遵守の報告を行う必要が
出てくると思われる．海外から違法に取得された標本資
料が研究に使用されたことが発覚した場合には，日本の
国内措置によって不履行に対するなんらかの処置がなさ
れる．将来的には，研究成果を学会発表やジャーナルへ
投稿する際に，国際的に認められた遵守証明の提出が求
められるようになると予想される．そうなれば，“ 合法 ”
と証明できない標本資料を用いた研究成果については，
投稿拒否などの憂き目に遭うだろう．また，“ 違法標本 ”
を用いた研究成果物が提供国から訴えられる可能性も否
定できない．

3）標本資料の保管・貸し借り・第三者への移転—多
くの博物館や大学には，標本や DNAサンプルが保管さ
れている．その保管や国内外の研究機関との貸し借りお
よび譲渡においても，名古屋議定書の影響は免れ得な
い．生物多様性条約第 15条第 3項と名古屋議定書第 6
条第 1項が規定しているように，国内で保存されている
遺伝資源も ABSの対象となるからである．
日本の名古屋議定書批准後には，海外から違法に取得

された標本資料が研究機関に保管されていることが発覚
した場合には，日本の国内措置によって不履行に対する

なんらかの処置がなされる． 
今後，国内外の研究機関との間で標本資料のやりとり

をする場合には，事前に相手の研究機関と MATに基づ
いた契約を締結することが望ましい（備考 6）．その上
で，個々の標本資料を貸出または移転する際には，素材
移転契約（MTA）を締結すると良いと思われる．

MTAには，標本資料の提供者と利用者およびそれらの
権限，移転する標本資料の説明，所有権の移転の有無，
標本資料の用途，第三者への移転の有無，契約期間お
よび契約完了前の解除に関する取り決めなどを明確に記
す必要がある．また，遺伝資源を取得したときの PICと
MATを移転先の利用者に遵守してもらうことを定めた
文言を入れるべきである．将来的には，移転した標本資
料の情報を追跡するシステムの構築と移転先からの情報
（利用状況書類など）の保管が必要になると予想される．

4）留学生・在日本海外研究者の海外産遺伝資源への
アクセス―留学生や日本の研究機関に勤務している外国
籍研究者についても，ABSに注意が必要である．学生
や研究者の現在の所属先が日本の研究機関であって日本
国内で研究する限り，たとえ母国の遺伝資源であって
も，そのアクセス方法は日本人研究者のそれと同様と考
えた方が無難である．研究者の国籍がどうであれ，日本
の研究機関が国内で研究を行っている事実に変わりない
からである．よって，日本に職を得た海外研究者が，異
動の際に遺伝資源を移転させる場合にも，資源提供国の
PICと MATが必要となる． 

5）日本国内の遺伝資源へのアクセス―日本は遺伝資
源を利用するだけでなく，遺伝資源を提供する国でもあ
る．日本国内外の多くの研究者が日本の遺伝資源を利用
している．CBDや名古屋議定書では，資源提供国の主
権的権利を認めているだけで，遺伝資源の利用者（研究
者や研究機関など）の国内外の区別をしていない．よっ
て，日本の遺伝資源にアクセスし利用する場合には，所
属機関の “ 国籍 ” に関係なく ABSのルールに従う必要
がある（これまでもその必要があった）．つまり，海外
の研究者が日本国内の遺伝資源へのアクセスおよびその
利用に注意が必要なことと同様に，日本の研究者が日本
国内の遺伝資源にアクセスする場合にも注意が必要なの
である．ただし，現時点（2015年 3月 1日）では，日
本には明確なルールがないので，日本の遺伝資源にアク
セスする場合，誰であれ PICは必要とされていない（環
境省，2014）．
海外の研究者が日本国内の遺伝資源へアクセスする場

合には，日本の国内措置ができるまでは，海外の研究者
の所属機関とカウンターパートの国内研究者の所属機関
が ABSの理念に従った MATに基づく契約を締結する必
要がある（必要があった）．
日本の国内法令などが制定された後には，その措置に

従うことになる．日本の国内措置の内容によるが，「名
古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会」において，
PIC制度が導入される場合には，日本人と外国人を差別
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しない方向での調整が検討されている（環境省，2014）．
このような PIC制度が導入された場合には，日本の研究
者も日本の国内措置に従うことになると予想される．

6）排他的経済水域・公海の遺伝資源について―名古
屋議定書は，既存の国際協定や国際文書の権利や義務に
影響を及ぼすものでなく，かつ他の国際文章と相互補完
的に実施されるものである（第 4条）．領海や排他的経
済水域，公海を規定している国連海洋法条約には，ABS
関連の規定がない（United Nations, 1994）．よって，これ
らの海域の ABSに関しては，CBDと名古屋議定書が規
定することになる．領海の遺伝資源については主権が，
排他的経済水域の遺伝資源については主権的権利が当該
国にあり，CBDと名古屋議定書の原則に従ってアクセ
ス，利用および利益配分を行う必要がある．国内法令で
これらの遺伝資源について規定している場合には，その
措置に従う．公海や深海底の遺伝資源については，ABS
関連の配慮がまだ不十分であり，大きな国際課題になり
つつある（公海のガバナンス研究会，2014）．国連海洋
法条約締約国がグループを作って，これらの問題を検
討中であり（例えば，International Institute for Sustainable 
Development, 2014），今後の動向に注意が必要である． 

ABS クリ ア リ ン グ ハ ウ ス（ABS-CH）　ABS-CHは，名
古屋議定書に基づき設置され，各国から提供された ABS
関連の情報を集約して利用の機会に関する情報を提供す
る（第 14条）．ABS-CHは国際的に認められた遵守の証
明書 (Internationally recognized certificate of compliance: ICC)
を発行する役割も担う（第 17条第 2項以下）． ICCは研
究者が入手した PICとMATが法的に確実であることの
証明書となる．EUでは，今後は ICCがなければ，法的
に確実な研究を行えない可能性があることを規定してい
る（European Union, 2014）

相談窓口　日本国内では，環境省，外務省，文部科学
省，経済産業省，農林水産省が主に CBDや名古屋議定
書の啓発や遵守を推進しており，各担当部署が設置され
ている．国立遺伝学研究所の知的財産室では，文部科学
省の要請と支援を受けて， ABS学術対策チームが全国の
学術研究機関の研究を対象とした相談窓口を設置してい
る．本対策チームは ABSを理解するための講習会も毎
月開催している．バイオインダストリー協会生物資源総
合研究所では，経済産業省の支援を受けて，産業研究や
開発を対象として相談窓口を設置している．

資料およびウェブサイト　本文中に引用していないも
のも含まれるが，ABS問題を理解するための資料や関
連ウェブサイトのいくつかを以下に紹介する．
・生物多様性条約
原文：CBD事務局
（http://www.cbd.int/convention/text/default.shtml）
和訳：外務省版
（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/seibutsu_

tayosei/index.html） 
環境省版（http://www.biodic.go.jp/biolaw/jo_hon.html）

・ボン・ガイドライン
原文：CBD事務局
（http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf）
和訳：バイオインダストリー協会（JBA）訳
（http://www.biodic.go.jp/cbd/pdf/6_resolution/guideline.pdf）
・名古屋議定書
原文：CBD事務局
（http://www.cbd.int/abs/text/default.shtml）
和訳：外務省仮訳
（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/shomei_72.pdf）
・Aichi Biodiversity Targets（http://www.cbd.int/sp/targets/）
・生物多様性国家戦略 2012-2020
（http://www.env.go.jp/press/files/jp/20763.pdf）
・遺伝資源へのアクセス手引 第 2版（JBA作成）
（http://www.mabs.jp/archives/pdf/iden_tebiki_v2.pdf）
・ABSクリアリングハウス（ABS-CH）ウェブサイト
（https://absch.cbd.int/）
・CBD事務局（Secretariat of the CBD）ウェブサイト
（http://www.cbd.int/）
・国立遺伝学研究所　知的財産室　ABS学術対策ウェブ
サイト（http://www.mabs.jp/index.html）
・バイオインダストリー協会（JBA）生物資源総合研究
所ウェブサイト（http://www.mabs.jp/index.html）
・環境省自然環境局生物多様性センター　生物多様性関
連ウェブサイト
（http://www.biodic.go.jp/biodiversity/index.html）

備考 1―PICとは，遺伝資源の利用者が当該国の権限
のある当局から取得する同意・許可である．権限ある当
局から研究資料取得の許可を得る点において特別採捕許
可に近いものと考えれば良いが，その取得にはかなりの
困難が予想される．また，PICに記した目的以外の利用
を行う場合には，改めて PICを取得し直す必要がある．
備考 2―MATとは，研究プロジェクトを開始するにあ

たり，機関の間で結ぶ契約書と考えれば良い．ABS関
連法令によって MATに記すべき内容や項目が指定され
る場合が多く，指定されていなくてもボン・ガイドライ
ンに典型的な項目が例示されているので，それに従って
互いに同意できる条件で契約書を締結する．最低限とし
て，標本資料の移転が生物多様性条約の原則に従って厳
密におこなわれていることを前文で宣言し，標本資料の
提供者と利用者およびそれらの権限，取得・利用する遺
伝資源の説明，所有権の移転の有無，遺伝資源の用途，
利益配分の条件，第三者への移転の有無，契約の期間お
よび契約完了前の解除に関する取り決めなどを明確に記
す場合が多い．
備考 3―利益とは金銭的な利益のみならず非金銭的利

益も含まれる．論文などが出れば，それは非金銭的利益
と考えられている．
備考 4―CBDでは，遺伝資源を「現実のまたは潜在的

な価値をもつ遺伝素材であり，遺伝の機能的な単位を有
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条　　　文

第 5条 公正かつ衡平な利益の配分

　第 1項 遺伝資源の利用並びにその後の応用及び商業化から生ずる利益は，[中略 ]当該遺伝資源を提供する締約国（当該

資源の原産国又は当該資源を条約の規定に従って取得した締約国）と公正かつ衡平に配分する．その配分は，相互

に合意する条件で行う．

　第 3項 締約国は，1の規定を実施するため，適宜，立法上，行政上又は政策上の措置をとる．

第 6条 遺伝資源の取得の機会の提供

　第 1項 遺伝資源の利用のための取得の機会が与えられるためには，天然資源に対する主権的権利の行使として，かつ，取

得の機会及び利益の配分に関する国内の法令又は規則に従い，当該遺伝資源を提供する締約国（当該資源の原産国

又は当該資源を条約の規定に従って取得した締約国）が事前の情報に基づいて同意することを必要とする．ただし，

当該締約国が別段の決定を行う場合を除く．

　第 3項 事前の情報に基づく同意を得ることを要求する締約国は ,1の規定に従い，次のことを行うために適宜，必要な立法

上，行政上又は政策上の措置をとる．[中略 ]（e）事前の情報に基づく同意を与えるとの決定及び相互に合意する

条件の設定を証明するものとして，取得の機会の提供の際に許可証又はこれに相当するものを発給することについ

て定め，及び取得の機会及び利益の配分に関する情報交換センターに通報すること．[後略 ]

第 8条 特別の考慮事項

締約国は，取得の機会及び利益の配分に関する自国の法令又は規則を定め，及び実施するに当たり，次のことを行う．

（a）特に開発途上国において，生物の多様性の保全及び持続可能な利用に貢献する研究を促進し，及び奨励するた

めの条件（非商業的な目的の研究のための取得の機会の提供について，当該研究の目的の変更に対処する必要性を

考慮しつつ，簡易な措置によることとすることを含む．）を整えること．[後略 ]

第 13条 国内の中央連絡先及び権限のある当局

　第 1項 締約国は，取得の機会及び利益の配分に関する国内の中央連絡先を指定する．当該中央連絡先は，次の情報を利用

可能にするとともに，事務局との連絡について責任を有する．[後略 ]

　第 2項 締約国は，取得の機会及び利益の配分に関する 1又は 2以上の国内の権限のある当局を指定する．[後略 ]

　第 4項 締約国は，この議定書が自国について効力を生ずる日までに，事務局に対し，自国の中央連絡先及び権限のある当

局の連絡先を通報する．[後略 ]

　第 5項 事務局は，4の規定により受領した情報を取得の機会及び利益の配分に関する情報交換センターを通じて利用可能

にする．

第 14条 取得の機会及び利益の配分に関する情報交換センター及び情報の共有

　第 1項 取得の機会及び利益の配分に関する情報交換センターは，[中略 ]取得の機会及び利益の配分に関する情報の共有

のための手段としての役割を果たす．特に，同センターは，この議定書の実施に関して締約国によって利用可能と

される情報へのアクセスを提供する．

第 15条 取得の機会及び利益の配分に関する国内の法令又は規則の遵守

　第 1項 締約国は，自国の管轄内で利用される遺伝資源に関し，取得の機会及び利益の配分に関する他の締約国の国内の法

令又は規則に従い，事前の情報に基づく同意により取得されており，及び相互に合意する条件が設定されているこ

ととなるよう，適当で効果的な，かつ，均衡のとれた立法上，行政上又は政策上の措置をとる．

　第 2項 締約国は，1の規定に従ってとられた措置の不履行の状況に対処するため，適当で効果的な，かつ，均衡のとれた

措置をとる．

第 16条 遺伝資源に関連する伝統的な知識の取得の機会及び利益の配分に関する国内の法令又は規則の遵守

　第 1項 締約国は，遺伝資源に関連する伝統的な知識であって自国の管轄内で利用されるものに関し，原住民の社会及び地

域社会が所在する他の締約国の国内の法令又は規則であって取得の機会及び利益の配分に関するものに従い，[後

略 ].

第 17条 遺伝資源の利用の監視

　第 1項 締約国は，遵守を支援するため，適当な場合には，遺伝資源の利用について監視し，及び透明性を高めるための措

置をとる．当該措置は，次のことを含む．（a）[中略 ]1又は 2以上の確認のための機関を指定すること．[後略 ]

　第 2項 第 6条 3（e）の規定に従って発給され，取得の機会及び利益の配分に関する情報交換センターに提供された許可証

又はこれに相当するものは，国際的に認められた遵守の証明書とする．

表 1.　名古屋議定書条文（一部抜粋）．和訳は外務省（2011）に従った
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する植物，動物，微生物その他に由来する素材」と定義
している．近年はホルマリン固定標本からも機能的な遺
伝子が得られるようになってきており，標本も遺伝資源
と解釈され得る．
備考 5―CBDでは，ABSを確保するための具体的措

置を各締約国の裁量に委任している．よって，具体的
な義務は国際的規定となっていない（詳細については，
磯崎，2011；炭田・渡辺，2011を参照）．資源提供国に
ABS関連法がない場合には，生物資源を適切に取得し
たことを証明する文書がなくても，違法にはならない．
ただし，ABS理念に反するので倫理的な問題は残る．
資源国の取り組みとして，人権や倫理，社会的責任に訴
えるバイオパイラシー（biopiracy: 生物資源の盗賊行為）
運動が盛んになってきているので，注意が必要である．
備考 6―所有権の移転を伴わない標本資料の貸し借り

と移転をともなう譲渡では，MTAの内容や手続きが異
なることが考えられる．国際ゲノム多様性ネットワーク
（Global Genome Biodiversity Network: GGBN）では，両者
の場合を区別した標準素材移転契約を作成中のようであ
る（森岡　一氏，私信）．今後の注意が必要である．
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「魚類における両側回遊
：その生活史多様性と進化」の開催報告

海と川を行き交う通し回遊において遡河回遊と降河回
遊は，基本的に成育場と産卵場を海と川のそれぞれに分
けている．しかし，両側回遊は，仔魚から未成魚にいた
る発育段階のある時点で生息場所を海（海水性両側回
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遊）または川（淡水性両側回遊）に移動させて，そのま
ま成長・繁殖にいたる生活史型であり，他の二つの回遊
型と異なる．日本は淡水性両側回遊魚の宝庫であり，古
くから研究がなされている．水野信彦氏（1963）は日本
の淡水性両側回遊魚（以下，便宜的に両側回遊と呼ぶ）
として，アユ，ハゼ類のカワアナゴ，ヨシノボリ，ゴク
ラクハゼ，ウキゴリ，ビリンゴ，チチブ，ミミズハゼ，
ボウズハゼ，そしてカジカの小卵型をあげている．前川
光司氏と後藤　晃氏の共著「川の魚たちの歴史（1982）」
には，ハナハジカとウキゴリに関する両側回遊が紹介さ
れている．その後，水野氏と後藤氏（1987）による「日
本の淡水魚類（1987）」では，アユ（西田　睦氏），淡水
カジカ類（後藤氏），チチブ類（明仁親王），ヨシノボリ
類（水野氏），ウキゴリ類（石野健吾氏）が両側回遊魚
として取り上げられており，さらには，後藤氏，塚本
勝巳氏，前川氏（1994）による「川と海を回遊する淡水
魚」では，アユ（井口恵一朗氏），カジカ属魚類（後藤
氏），ヨシノボリ類（西田氏），イサザ（高橋さち子氏）
の両側回遊に関する研究結果が紹介されている．
世界に目を向ければ，1986年 3月 9日から 13日に

かけて行われた通し回遊シンポジウムの出版物である
「Common strategies of diadromous and catadromous fishes」
（Dadswell et al., 1987），またニュージーランドの Robert 
M. McDowall（1988）による「Diadromy in fishes」に，両
側回遊魚の研究が紹介されている．両側回遊の定義づけ
を行った George S. Myers（1949）を除き，上記の経緯を
考えれば，1980年と 1990年代において両側回遊魚の研
究は，日本と世界の温度差はなかった．むしろ，日本で
の研究が最先端であったのかもしれない．それでは，そ
の時代から既に 20年が過ぎた今，「日本と世界の両側回
遊魚の研究は一体どうなっているか？」が問題である．
Myers（1949）および McDowall（1988）が両側回遊魚の
代表種として取り上げていた Sicydiumや同種を含むボ
ウズハゼ亜科魚類，さらには，カワアナゴ科魚類の回遊
生態の研究が日本と世界の両方で進み，これら熱帯や亜
熱帯域の島嶼に生息する両側回遊の学術的情報が充実し
てきている．そこで，これまでの進捗状況を把握し，さ
らには両側回遊の現象の理解を深化させるうえで，絶好
の機会が訪れたと考え，本シンポジウムを立案した．
このシンポジウムのプログラムを企画する際，以下の

点に留意した．まずは，各論に入る前に通し回遊を俯瞰
し，その中の一部である両側回遊とはどのような現象か
を論じてもらうこと，次に両側回遊は決して魚類のみに
見られる現象ではないので，魚類以外の水圏生物の両側
回遊にも着目することであった．また各論では，従来か
ら知られていた温帯および寒帯における両側回遊魚の新
知見と，この 20年程の間で回遊生態が解明されつつあ
る熱帯や亜熱帯域の両側回遊魚の研究成果を述べてもら
い，その後，それらを比較することにより，生息環境の
違いにおける両側回遊の生活史戦略や回遊形質の相違を
議論したいと考えた．また，両側回遊が魚類の系統類縁

の様々な位置から出現していることは一目瞭然であるこ
とから，「なぜ，現存の両側回遊魚は祖先種の生活史よ
りも両側回遊性の生活史をもつに至ったのか？」を適応
上の利点から考察することも到達目標に掲げた．さらに
は，両側回遊性の各集団や種のみによる独自性と，その
集団や種を超えた共通点を議論し合い，最終的には両側
回遊現象の意義に迫りたいと考えた．
本シンポジウムは 2014年 11月 17日，神奈川県立生命

の星・地球博物館で開催された．コンビナーは，私（渡
邊　俊　日本大学生物資源科学部），井口恵一朗氏（長
崎大学大学院水産・環境科学総合研究科），後藤　晃氏
（北の川魚研究所）の 3名が務めた．発表者は 13名（下
記のプログラム参照）で参加者は 75名程であった．

「通し回遊の起源と進化」
 塚本勝巳（日大生物資源）
両側回遊性魚類の生活史多様性・分布・系統について
「アユにみる両側回遊の多様性」
 大竹二雄（東大農） 
「両側回遊型カジカ類およびウツセミカジカ琵琶湖個体
群の回遊生態」
 田原大輔（福井県大海洋生物）
「ハゼ亜目における両側回遊の進化と多様化プロセス」
 昆　健志（東邦大理）
「ヨシノボリ類の回遊と陸封 –単純じゃない大卵少産と
小卵多産 –」
 平嶋健太郎 （和歌山自然博）
「ウキゴリ類の生活史進化」
 原田慈雄（和歌山水試）
「ボウズハゼの回遊生態と熱帯における両側回遊」
 飯田　碧（琉球大）
「両側回遊のバリエーション：沖縄の川に住むハゼ亜目
の事例」
 前田　健（OIST）
その他の淡水性両側回遊生物について
「両側回遊性腹足類の自然史」
 　狩野泰則（東大大気海洋研）
「両側回遊性エビ類の流程分布の成立要因 –小卵多産の
まま最上流部まで上がる進化」
 浜野龍夫（徳島大総科）
他の通し回遊性との比較から見た両側回遊性の特性およ
びその変異性と進化
「両側回遊性の進化プロセスと各分類群での種多様性創出」

 後藤　晃（北の川魚研）
「緯度別から考察する淡水性両側回遊の相違点」
 渡邊　俊（日大生物資源）
「両側回遊における系統上の制約と種内変異」
 井口恵一朗（長大院水環）
総合討論
生活史戦略と進化プロセスから見た両側回遊性の包括的
理解を求めて
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各分類群での両側回遊の特性を以下にまとめた．アユ
では発育初期の水温がその後の生活史・回遊パターンを
変化させること，両側回遊性カジカでは仔魚期間を短く
し，海域での分散を押さえること，ウキゴリ属魚類内で
は両側回遊が稀な存在であること，ボウズハゼ亜科魚類
では仔魚の海洋への依存が大きいこと，および沖縄の河
川に生息するハゼ亜目の多くの種（ヨシノボリ属魚類も
含む）は，回遊パターンが様々であることが挙げられ
た．各論では，ハゼ亜目魚類が数多くラインアップされ
たので，この亜目の系統類縁関係に関する情報は，それ
ぞれの議論に重要であった．また，腹足類（アマオブネ
科，コハクカノコ科，トウガタカワニナ科，マミズスナ
ウミウシ科）では河川内での移動が難しいこと，エビ類
では抱卵しながら河川を移動できることなど，魚類とは
全く視点の違う特性が挙げられた．
コンビナーである後藤氏からは，「魚類における両側

回遊の進化プロセス」，「カジカ属とハゼ類の両側回遊の
分布と種分化」，および「両側回遊は種多様性創出を促
進するか？」の 3つのテーマが示された．この中で，両
側回遊性は海水魚から淡水魚の進化プロセスにおいて降
河回遊性の後，または広塩性徘徊の後に進化したとい
う，今までの Mart R. Gross （1987）が提唱した「通し回
遊性の進化プロセス説」とは全く違う考えが提示され
た．また，一般的に両側回遊性種では種分化は起こりに
くく，種内遺伝的変異性がきわめて高いという特性を有
するが，これらの個体群がソースとなって湖沼性個体群
や河川性個体群が派生し，それらが長期間にわたって隔
離されることにより，または繁殖形質の急速な変化を介
して生殖的隔離機構の進化をもたらすことにより種分化
を促進させる潜在的特性を有するとの考えが示された．
私は，温帯と熱帯の両側回遊の相違点，すなわち両側

回遊の特性にクラインが存在するかを考察した．その結
果，全ての淡水性両側回遊魚をある形質で統一的に説明
できるクラインは存在しないとの結論を得た．よって，
温帯と熱帯の両側回遊に相違点はなく，これは両者の地
域にそれぞれ生息する分類群が，違った起源と進化プロ
セスをもつためと考えた．ただし，同じ系統内における
分類群では，卵数と卵サイズのトレードオフ，産卵のタ
イミング，海洋生活期などの形質においてクラインが認
められる場合があると考えた．これは現在の地理と気候
にその形質が系統内で適応しているためと推察した．
井口氏は，両側回遊における系統上の制約と種内変異

について以下の考えを示した．アユを対象に海産祖先種
から両側回遊という生活史が選択されたプロセスを論考
した際，祖先は沈性卵からシラス型仔魚を産出する沿岸
海産魚であり，種多様度の増大に伴い産卵基質を巡る競
合が激化し，島嶼の広塩性魚類の間から下流域を産卵に
利用する個体が出現し，それらが流下による受動的な降
海移動を通じて，まずは遡河回遊ループの完成に至っ
た．その後，河川内摂餌による繁殖成功度の上昇が両側
回遊の発達を促進し，生活史戦略に則った地域適応がも

たらす個体群間形質の変異が起こり，さらには，大卵化
と親による子の保護が河川性陸封を実現させている．
以上の発表内容を受け，総合討論では，淡水性両側回

遊種を生み出すポテンシャルとして，卵が粘着性の沈性
卵であり，初期生活史が浮遊性であるという形質がまず
は必要条件であり，次にこの回遊の起源と進化の際に
は，その環境と分類群自身の中に存在する多様性が重要
であると考えた．さらには，両側回遊を引き起こす空間
として，日本，ニュージーランド，ハワイ諸島，フレン
チポリネシアなどの島嶼が着目され，その理由として河
川形態が急峻な場所のみに両側回遊が適応的な生活史型
として出現するとの結論に至った．
これまでに，通し回遊に関するシンポジウムやワーク

ショップは数多くあったと思われるが，今回のように両
側回遊のなかでも淡水性両側回遊のみに焦点を絞った集
会はこれまでなかったと思う．マニアックさは拭い去れ
ないが，この開催は，日本における両側回遊に関する研
究の量的・質的な充実さを示すものと考える．今後の両
側回遊の研究が進むべき方向性として，適応度に関する
理論と実践が挙げられる．今回のシンポジウムでは，こ
の点が一番の弱みであったと考える．
私がこのシンポジウムのコンビナー筆頭を務めること

ができたのは，後藤氏および井口氏の両者のお力添えが
あったからでもある．また，塚本氏と大竹氏にはお忙し
い中，ご講演を頂き，西田氏にはこの企画の立案から開
催までのすべての局面で後押しを頂いた．さらに，前川
氏には会議とその後の懇親会にご参加頂き，貴重なご意
見を頂いた．深く感謝の意を表する．
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「魚類における適応と種分化の進化遺伝機構
：研究最前線と今後の展望」の開催報告

魚類を含む野生生物に認められる表現型多様性や種多
様性は，いったいどのようなプロセスやメカニズムで創
出されたのだろうか．これは自然史研究者を魅了してや
まない大きなクエスチョンであると同時に，生物学の複
数の分野にまたがる研究課題であり続けている．当然の
ことながら，自然史学会である魚類学会の会員のなかに
は，このようなクエスチョンに関心をもたれている方も
少なくないのではないだろうか．これまで，興味深い表
現型創出の重要な原動力である適応進化と種分化を成立
させる生殖隔離の進化生態学的研究はさかんに実施され
てきた一方，多様性創出の進化遺伝基盤に関しては，ほ
ぼブラックボックスのままであった．適応や種分化現象
をその背景となる DNAの塩基配列の違いに還元するこ
とができれば，これまで想定されていなかったような進
化機構の発見とともに，適応や種分化に関わる仮説の検
証が大きく進展すると考えられる．実際，生物多様性創
出に関する進化生態学の代表的教科書として定着してい
る 「The Ecology of Adaptive Radiation」（Schulter, 2000）に
おいても，将来の遺伝基盤解明への強い期待が綴られて
いる．このように，古くから，多様性創出の進化遺伝基
盤の解明に関心がもたれていなかった訳ではなく，知
りたくても技術的に困難であっただけである．したがっ
て，近年の生物学における技術革新によって，エコ（生
態）ゲノミクス（Ecological Genomics）やミクロエボデ
ボ（Micro–Evo–Devo）などと呼ばれる “ 自然集団におけ
る適応進化や生殖隔離の遺伝基盤を探る ” 分野が台頭し
てきたのは自然な流れだったと言えるだろう．エコゲノ
ミクス的な研究アプローチは，我が国においても，若手
を中心に徐々に拡大しつつあり，生態学や進化学のホッ
トな分野の一つになりつつある．このあたりの詳細は，
日本生態学会の和文誌連載企画「はじめようエコゲノミ
クス」（例えば，山道・印南，2008）や同学会編集の書
籍「エコゲノミクス－遺伝子からみた適応－」（森長・
工藤，2012）などの他の著作物に譲りたいが，魚類にお
いても，その多様性研究が新しい時代を迎えようとして
いることは間違いない．そのような背景のもと，本シン
ポジウムは，魚類を対象とした当該分野の研究最前線を
把握するとともに，ますます研究の重要性と実現可能性
が高まると予測される非モデル魚類への展開も含めた今
後の展望を議論することを目的として開催された．
魚類における高い種多様性，および形態・生態・行動

などの著しい表現型多様性には目を見張るものがある．
ほとんどの魚類学会会員がこのような多様性に魅了され
て研究を開始したといっても過言ではないだろう．しか

し，本シンポジウムは，この分野の現在の到達点，言い
換えれば，最先端の研究成果をリアルタイムで共有し，
参加者に紹介するために，当該研究のモデルとなってい
る特定の魚類，もしくはモデルとなりうる魚類を対象と
した研究内容のみに絞って実施した．具体的には，以下
の 4つの魚類である．まず，トゲウオ科のイトヨ類とア
フリカ大地溝帯の湖に生息するシクリッド類である．こ
れらは世界的な視点からみても，魚類自然集団の進化研
究における現在の両横綱といえる．さらに，伝統的な
“ ミクロ ” 生物学のモデルでありながら，自然集団にも
興味深い表現型多様性が認められるメダカ類，そして海
洋における表現型多様化や種分化研究の候補であること
が提唱されているトラフグ属（Yamanoue et al., 2009）で
ある．もちろん，ここでいうモデルとは，分子遺伝学，
発生学，細胞生物学などのいわゆる “ ミクロ ” 生物学で
扱われているモデル生物という意味ではないが，これら
の “ 進化学的 ” モデル魚類にも少なくとも以下の共通す
る条件が備わっていると思われる．（1）自然集団に興味
深い表現型多様性や種多様性が存在する（2）飼育・育
成方法やさまざまな実験の手順などが，少なくともあ
る程度は確立されている（飼育しやすさと研究しやす
さ）（3）ゲノム情報が豊富であるという点である．（2）
に関しては，“ ミクロ ” 生物学が用いる伝統的モデル生
物に必須の条件であり，ゼブラフィッシュに代表される
魚類を用いている研究者は非常に多いが（ただし，そ
の研究成果が魚類学会で発表されることはほとんどな
い），エコゲノミクスの文脈でより重要なのは（1），つ
まり進化学の対象としての面白さである．また，当然
のことながら，すべてのモデル系で少なくとも 1種にお
いては，全ゲノム情報が利用可能である（Aparicio et al., 
2002；Kasahara et al., 2007；Jones et al., 2012；Brawand et 
al., 2014）．なお，このような趣旨のため，結果的には，
他学会を主たる研究発表の場とされている複数の非会員
の方にも講演をお願いすることになった．
シンポジウムは，11月 17日（月）に神奈川県立生命

の星・地球博物館の講義室で，著者ら（小北・渡辺）を
コンビナーとして，次のプログラムに基づいて実施され
た．なお，当初は，竹花佑介氏（基礎生物学研究所）に
「メダカ近縁種における性決定遺伝子の多様化機構」と
いうタイトルで，メダカ類を対象とした講演をしていた
だく予定であったが，残念ながらご都合によりキャンセ
ルとなった．しかし，講演の内容は既に原書論文として
公表されている（Takehana et al., 2014）．

表現型変異を遺伝的変異へつなぐ方法論
連鎖および連鎖不平衡マッピングによる表現型原因遺伝
子の同定
 菊池　潔（東京大学水産実験所）
進化学的モデル魚類を用いた適応と種分化研究
シクリッドにおける唇の肥大化の平行進化に関わる遺伝
的基盤
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 二階堂雅人（東京工業大学）
シクリッドの色彩遺伝子の探索
 高橋鉄美（国立遺伝学研究所）
メダカ臀鰭の性的二型の進化遺伝機構
 北野　潤（国立遺伝学研究所）
行動生態ゲノミクス：イトヨ類における雄繁殖戦略の進
化遺伝基盤
 小北智之（福井県立大学）
イトヨ集団間における DHA合成能の変異と淡水進出能
 石川麻乃（国立遺伝学研究所）
トラフグ属魚類の表現型とゲノムの多様性
 細谷　将（東京大学水産実験所）
Genomic islands：種分化の際にゲノムに出現する種形成
の責任領域
寺井洋平（総合研究大学院大学）
トゲウオ科魚類イトヨにおける雑種不稔の原因遺伝子の
探索
 吉田恒太（国立遺伝学研究所）
非モデル魚類への展開も含めた今後の研究展望
日本の古代湖「琵琶湖」における固有魚類群集の起源と
適応
 渡辺勝敏（京都大学）
非モデル魚におけるゲノム解読の現状
 斉藤憲治（中央水産研究所）
野外魚類の遺伝学は何を目指す？
 北野　潤（国立遺伝学研究所）

本シンポジウムは三部構成で行われたが，特に各種の
ケーススタディを扱った第二部の講演に共通していた
のは，対象とする現象の進化機構を明らかにするため
に，まず表現型変異や生殖隔離の原因遺伝子，ひいて
は原因 DNA変異の同定を目指していた点である．一般
に，原因遺伝子や原因 DNA変異の同定のためには，形
質遺伝・集団遺伝学的手法，ゲノミクス・トランスクリ
プトミクス，さまざまな分子生物学実験といった多面的
なアプローチが用いられることが多い．シンポジウム参
加者のなかには，このような手法に不慣れな方もおられ
ると予想されたため，冒頭に，連鎖解析や QTL解析と
いった直感的には理解しにくい形質遺伝学的手法の解説
を，菊池氏にお願いした．菊池氏のグループは，近年，
このような手法を駆使して，トラフグの性決定遺伝子
（と性決定 DNA変異）を同定されている（Kamiya et al., 
2012）．
続く第二部では，それぞれ，ビクトリア湖とタンガ

ニーカ湖のシクリッド類を対象に，勢力的な進化学的研
究を行われている二階堂氏と高橋氏による講演があっ
た．両氏の講演とも，多くの魚類学者が興味をもってい
ると思われる形態的形質（口器形態と色彩）を対象と
し，異なった系統で平行（収斂）進化的な多様化が認め
られる現象を対象とされていた．平行進化の遺伝基盤の
解明は，現在の進化学におけるもっともホットな課題の

１つであるといってもよいだろう．続いて，北野氏と著
者の一人（小北）による講演内容は，それぞれ，メダカ
類に認められる性的二型レベルの種間変異とイトヨ類に
認められる雄の性行動レベルの生態型間変異を対象とし
て，雄の二次性徴（性的形質）や雄の配偶戦略の適応
進化の背後にある遺伝基盤を解明しようというもので
あった．これは，いわゆる “ 行動生態学 ” が追いかけて
きた現象の進化遺伝機構にアプローチするもので，完全
に未開の分野と言えるだろう（小北，2013）．また，イ
トヨ類の多様化の進化遺伝機構において国内の研究メッ
カといえる国立遺伝研・北野研究室に所属する石川氏と
吉田氏からは，それぞれ，イトヨ類における新規環境へ
の進出能（海洋から淡水域への進出能）の種間差を生み
出す分子遺伝機構とイトヨ姉妹種間に認められる生殖後
隔離の原因遺伝子にアプローチする講演があった．石川
氏の講演内容は，通し回遊魚において，完全な陸封型が
存在する種と存在しない種が存在する現象を理解する重
要なヒントを提示しており，魚類学的にも興味深いもの
であった．吉田氏の講演は，Kitano et al.（2009）の成果
を基盤として，これまでほとんど同定されていない自然
集団における生殖後隔離の原因遺伝子を探索するもの
で，明確な仮説のもと，効率的で洗練された研究デザイ
ンを用いている点が印象的であった．細谷氏からは，ト
ラフグ属の表現型多様化機構を QTL解析と全ゲノム情
報を用いた比較ゲノミクスで明らかにしようとする試み
が紹介され，全ゲノム情報が既に読まれているという以
外に，特に研究遂行上の利点（これまでに蓄積された研
究資源や実験テクニックなど）が少なかった魚種でも，
もうここまでできるとの好例であった．さらに，ビクト
リア湖のシクリッド類の視覚適応と種分化に関する研究
で既に大きな成果（例えば，Terai et al., 2006）を挙げら
れている寺井氏の新プロジェクトに関する講演は，今回
の講演のなかでは唯一集団ゲノミクスを用いて適応・種
分化遺伝子（ゲノム領域）を網羅的に探索しようとする
ものであった．適応や種分化に関わるゲノム領域は，中
立的な領域とは異なる集団遺伝学的挙動を示すため，特
にビクトリア湖のシクリッドのように種形成が最近に起
こったようなモデル系では，このようなアプローチは極
めて有用である．寺井氏が行っているような複数個体の
全ゲノム情報を用いた高精度な集団ゲノミクスは，今後
ますます適用例が増えていくだろう．この第二部におけ
る各講演では，多様性創出の原因遺伝子や原因 DNA変
異の候補が既にかなり絞りこまれている，つまり同定の
最終段階に入っているものがほとんどであった．今後数
年のうちに原著論文としてその成果が公表されることが
期待される．
最後の第三部では，著者の一人である渡辺から，我が

国における固有種形成の代表的スポットである琵琶湖の
魚類進化研究の展望に関する講演があった．琵琶湖は多
様な分類群による非適応放散型の種形成が生じており，
エコゲノミクス的視点で言うと，まさに非モデル生物だ
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らけと言えよう．現在，著者らを含むグループで本格的
な適応と種分化の進化遺伝機構に関する研究が始められ
たところである．続いて，我が国におけるクロマグロ
ゲノムプロジェクト（Nakamura et a1., 2013）の主要メン
バーであった斉藤氏から，非モデル生物におけるゲノム
解読の現状に関する講演があった．最新の内容を含みな
がらも，教科書的なわかりやすい講演であり，是非，学
生や院生の若手に聞いてもらいたい内容でもあった．魚
類学雑誌主任編集委員の立場（小北）として，本誌に総
説として投稿していただきたい内容でもあった．最後に
本シンポジウムのトリとして，再度，北野氏による「野
外魚類の遺伝学は何を目指す？」という今後の展望につ
いての講演があり（これに関しては後述），その後総合
討論に移った．
総合討論で，元魚類学会会長の西田　睦氏（琉球大

学）から頂いたコメント，「若かったら，このような研
究をしたかった」，「このシンポジウムは 2年前だったら
あまり面白くなかったかもしれない」という言葉は，現
在のこの分野の現状を的確に示している．つまり，冒
頭でも述べたように，以前はこのような研究は，興味
があっても，やりたくても，実施が困難だったのであ
る．この現状を変えた技術革新は，大きく 2つある．ま
ず，次世代シーケンサー（NGS）の出現と普及である．
実際，本シンポジウムの講演すべてに，NGS分析の結
果が含まれていた（例えば，近縁種・複数個体の全ゲノ
ム解読，QTL解析のための RAD-seqによるジェノタイ
ピング，RNA-seqによる比較トランスクリプトーム解析
など）．NGSの恩恵は，今回のシンポジウムの対象魚の
ような “ 進化学的 ” モデル生物を用いた研究ではもちろ
んのこと，全ゲノム情報が解読されていない非モデル生
物の研究においても果てしなく大きい．斉藤氏の講演に
あったように，de novoシーケンス自体も以前とは比較
にならないほど容易になり，全ゲノム情報が利用できる
魚種は年々増えている．もう一つの技術革新は，TALEN
法や CRISPR/Cas9法といったゲノム編集技術の台頭であ
る．この手法によって，原理的にはあらゆる生物の研究
において，マウスなどを除いてこれまで困難であった
ノックアウトやノックインといった逆遺伝学的手法が導
入できるようになった．原因遺伝子や原因 DNA変異の
同定の最終段階で，しばしば逆遺伝学的手法による検証
は不可欠であるが，ゲノム編集技術は，これを現実的な
ものとする．本シンポジウムでは，まだゲノム編集の成
果までを明示した講演はなかったが，実験中または実験
予定の講演者は多数おられた．これらの 2つの技術は，
まさに生物学における革命ともいえ，非モデル生物とモ
デル生物の垣根は急速に低くなりつつある．進化的文脈
で野生生物の研究を行っている研究者にとっては，ます
ます楽しい時代になってきたに違いない． 
ところで，今回の講演者は，表現型変異や生殖隔離の

遺伝基盤や原因遺伝子（原因 DNA変異）の解明そのも
のを最終目標としている訳ではない．そのクエスチョン

は，野生生物における表現型多様化や種分化のプロセス
やメカニズムにある．それでは，遺伝的背景がわかれ
ば，どのようなことができるだろうか？これは，北野氏
による最後の講演にもあったように，いくつかのカテゴ
リーに分けられると思われる．まず，多様性創出の遺伝
基盤そのものの理解は，生物の evolvability（進化可能性）
や自然選択のもとでの進化的応答の予測を可能にする．
次に，原因 DNA変異が同定できれば，ゲノム編集技術
を駆使し，原因遺伝子にさまざまな対立遺伝子を人為的
に作出することによって，対象とする形質のみに厳密な
意味での表現型変異を創出することができる．したがっ
て，このような個体を用いた巧妙な生態・行動実験を行
うことによって，適応に関わる究極要因を綿密に探るこ
とや，魚種によっては進化実験によって適応進化を再現
することさえも可能になるだろう．また，集団遺伝学を
駆使して，有利な対立遺伝子の出現や固定などに関する
時空間的な解析を行うことによって，適応進化プロセス
に関しても厳密に理解できるようになるだろう．このよ
うに，遺伝的背景がわかれば，適応や種分化に関わる仮
説の検証が大きく進展することが期待される．つまり，
“ お話 ” の段階に留まることが少なくない野生生物の進
化機構に関して，実証可能なレベルまで引き上げること
を可能とする．
魚類学会でエコゲノミクス関連の研究というと，よ

く，興味はあるが，実際にやるとなると敷居が高いと言
われることが多い．その原因の一つは，用いる研究手法
や理論が，伝統的な魚類学では用いないものであること
にあるだろう．確かに実際に研究を実施するとなると，
“ ミクロ ” 生物学の知識や実験手法を勉強・修得する必
要があり，形質遺伝学や集団遺伝学の難しい理論と格闘
する必要もある．また，NGSを使うとなれば，そのデー
タ解析のために，バイオインフォマティクスの勉強は避
けて通れない．しかし，両コンビナーも含め，今回の講
演者のなかには，もともとこのような分野の研究をして
いたわけではない方が多く含まれていた．要は，自然界
で多様な魚類が創出されるメカニズムが知りたいという
モチベーションで，このような分野に進出しただけであ
る．もちろん，エコゲノミクス的なアプローチを導入す
るにあたり，西田氏が総合討論でコメントされていたよ
うに異なる分野間の「横のつながり」がきわめて重要な
ことはいうまでもいうまでもない．もし，自身の対象種
や研究にこのようなアプローチを導入してみたいと思っ
ているが，敷居が高いと感じられている会員の方がお
られれば（若手，中堅，ベテランを問わず），今回の講
演者のどなたにでも連絡をとっていただければと思う．
きっと，どなたも丁寧に相談にのっていただけるはずで
ある．きっかけさえ得てしまえば，昔と違い，現在はど
のような種を研究対象としていても，使える技術は山の
ようにある．むしろ，これからは扱う現象そのものの新
規性が重要になってくるだろう．
そもそも，エコゲノミクスの研究対象として，魚類の
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示す驚異的な多様性はきわめて魅力的なものである．つ
まり，面白い表現型や種はいくらでも存在するのだ．こ
のような多様性の記載は，魚類学会の会員によって行わ
れたものも少なくなく，魚類学会は，野生魚類の多様性
研究におけるシーズの宝庫とも言える．これからのこの
分野では，間違いなくさまざまな新知見が得られるだろ
うし，今，魚類を使ってほんとうに面白いことができつ
つある．数年後，現在，非モデルと呼ばれている魚類を
対象とした本格的なエコゲノミクス研究のシンポジウム
をできるぐらいの新規参入があれば，本シンポジウムの
目的はほぼ達成されたと言えるだろう．
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編集委員会からのお知らせ

魚類学雑誌のカラー印刷代について

魚類学雑誌の従来のカラー印刷代は，例えば片面１
ページで 50,000円，両面 2ページで 81,000円等のよう
にかなりの高額で，投稿者にとって利用しにくい金額と
なっていました．日本魚類学会は，会員の皆様が魚類学
雑誌のカラーページを利用しやすくするため，学会か
らの補助予算を使うことにより，魚類学雑誌 62(1)から
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15,000円の著者負担で，枚数の制限なく希望するすべて
の図をカラーにできる制度を導入しました．皆様からの
これまで以上の積極的な投稿をお待ちしております．
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